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■ 世界との比較
＜所有区分別の天然林・人工林別面積、保安林面積＞
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①我が国の森林の概要について
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１総括

 我が国の森林面積は国土の３分の２に当たる約2,500万haであり、世界有数の森林国。森林蓄積は人工林を中心に毎年
約６千万㎥増加し、現在は約56億㎥。

 面積ベースで人工林の６割が50年生を超えて成熟し、利用期を迎えている。この豊富な資源を有効活用すると同時に、
循環利用に向けて計画的に再造成することが必要。

■ 森林蓄積の推移

蓄
積
（
億
㎥
）

OECD加盟国森林率上位10カ国

資料：FAO「世界森林資源評価2025」を元に林野庁作成。森林・人工林面積の単位は千ha、森林・人工林率は％。

資料：林野庁「森林資源の現況」（令和４年3月31日現在）
林野庁治山課調べ（令和７年3月31日現在）

注：計の不一致は、四捨五入による。

■ 国土面積と森林面積の内訳

公有林

国有林

私有林

森林面積
2,502万ha

順位 国 人工林面積 人工林率

1 中国 92,603 40.8

2 米国 27,423 8.9

3 ロシア 20,797 2.5

4 カナダ 20,708 5.6

5 インド 13,472 18.5

6 日本 10,077 40.5

7 ブラジル 9,214 1.9

8 スウェーデン 8,699 31.1

9 フィンランド 7,836 34.8

10 ポーランド 7,406 78.0

順位 国 森林面積 森林率

1 フィンランド 22,543 74.2

2 スウェーデン 27,934 68.6

3 日本 24,908 68.3

4 韓国 6,279 64.3

5 スロベニア 1,244 61.8

6 コスタリカ 2,990 58.6

7 エストニア 2,447 57.3

8 ラトビア 3,467 55.7

9 コロンビア 59,457 53.6

10 オーストリア 3,904 47.3

■ 人工林の樹種別面積

資料：林野庁「森林資源の現況」（令和４年3月31日現在）
注：計の不一致は、四捨五入による。

(単位：万ha)

国土面積
3,780万ha

資料：国土交通省「令和７年版土地白書」
（国土面積は令和２年の数値）

注１：計の不一致は、四捨五入による。
注２：林野庁「森林資源の現況」とは森林面積の調査手法

及び時点が異なる。
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55年で約６倍

近年、毎年約６千万㎥増加

資料：林野庁「森林資源の現況」 （令和４年3月31日現在） ・林野庁業務資料
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• 森林資源は充実(54億㎥)、複層林の誘導に遅れ

• 国産材供給量は概ね計画どおりの31百万㎥に

• 原木の安定供給体制の構築

• 木材産業の競争力強化／新たな木材需要の創出

✽森林→森林経営管理制度・森林環境税を創設

❉林業→経営体の規模拡大等は進んだが取組は途上

❉木材→製材工場等の規模が拡大／中小工場は減少

→耐火部材等の開発が進展、民間非住宅分野
での利用も始まる

②森林・林業基本計画（R3.6.15閣議決定）の基本的な方針
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１総括

人工林が利用期を迎えたこと等を背景に、林業・木材産

業の「成長産業化」を推進

前計画

施策の進捗

目標の進捗

施策の方向

課題・情勢変化

❉森林→皆伐地の再造林未実施

→災害の激甚化「気候変動×防災」

❉林業→伐採収入で再造林ができる林業の確立

→人口減少（従事者の減少＝省力化が不可欠）

❉木材→品質管理等の徹底（JAS・KD材、集成材）

→不透明な住宅需要（人口減少と新型コロナ）

❉持続性→SDGs／2050ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ／脱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

森林・林業・木材産業による「グリーン成長」
森林を適正に管理して、林業・木材産業の持続性を高めながら成長発展させる

ことで、2050カーボンニュートラルも見すえた豊かな社会経済を実現

新計画

森林資源の適正な管理・利用

• 適正な伐採と再造林の確保（林業適地）

• 針広混交林等の森林づくり（上記以外）

• 森林整備・治山対策による国土強靭化

• 間伐・再造林による森林吸収量の確保強化

「新しい林業」に向けた取組の展開

• イノベーションで、伐採→再造林保育の

収支をプラス転換(ｴﾘｰﾄﾂﾘｰ、自動操作機械等)

• 林業従事者の所得と労働安全の向上

• 長期・持続的な林業経営体の育成

都市等における「第２の森林」づくり

• 都市・非住宅分野等への木材利用

• 耐火部材やCLT等の利用、仕様設計の標準化

• 木材製品の輸出促進、ﾊﾞｲｵﾏｽの熱電利用

新たな山村価値の創造

• 地域資源の活用(農林複合・きのこ等)

• 集落の維持活性化(里山管理等の協働活動)

• 森林サービス産業の推進、関係人口の拡大

木材産業の国際＋地場競争力の強化

• JAS乾燥材等の低コスト供給（大規模）

• 高単価な板材など多品目生産（中小地場）

• 生活分野での木材利用（広葉樹家具など）

育成単層林 針広混交林

優れた
初期成長

従来品種 エリートツリー 遠隔操作の伐倒機械

大規模集成材工場 地域材を活用した住宅

木造の中高層建築物 海外展示会への出展

住民の協働による里山整備 森林空間を活用した健康増進



③森林・林業基本計画に掲げる目標
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１総括

• 多様な森林がバランス良く賦存する「指向する森林の状態」に向け、

望ましい森林の整備・保全が行われた場合に見込まれる5年後、

10年後、20年後の状態を目標として設定。

• 望ましい森林の整備・保全が行われた場合の木材供給量、今後の

需要動向を見通した上で、諸課題が解決された場合に実現可能な

木材利用量を目標として設定。

森林の有する多面的機能の発揮に関する目標 林産物の供給及び利用に関する目標

R２年

(現況)

目標とする森林の状態

R７年 R12年 R22年

森林面積（万ha）

育成単層林

育成複層林

天然生林

合 計

1,010

110

1,380

2,510

1,000

130

1,370

2,510

990

150

1,360

2,510

970

190

1,340

2,510

総蓄積（百万㎥）

ha当たり蓄積（㎥/ha）

5,410

216

5,660

225

5,860

233

6,180

246

総成長量（百万㎥/年）

ha当たり成長量（㎥/ha年）

70

2.8

67

2.7

65

2.6

63

2.5

＜用途別の利用量の目標＞

＜木材供給量の目標＞ （単位：百万㎥）

用途区分

総需要量 利用量

R６年

(実績)

R７年

(見通し)

R12年

(見通し)

R６年

(実績)

R７年

(目標)

R12年

(目標)

建築用材等 計 30 40 41 16 25 26

製材用材 22 29 30 12 17 19

合板用材 8 11 11 4 7 7

非建築用材等計 52 47 47 19 15 16

ﾊﾟﾙﾌﾟ・ﾁｯﾌﾟ用材 27 30 29 4 5 5

燃料材 23 15 16 12 8 9

その他 2 2 2 2 2 2

合計 82 87 87 35 40 42

R６年
（実績）

R７年
(目標)

R12年
(目標)

木材供給量 35 40 42

（単位：百万㎥）

＜森林の有する多面的機能の発揮に関する目標＞

育成単層林 育成複層林 天然生林 合計

660 680 1,170 2,510

育成単層林

木材等生産機能の発揮が特に期待されるなど育成単層林として整備される森林
公益的機能の一層の発揮のため自然条件等を踏まえて育成複層林に誘導される森林
公益的機能の発揮のため伐採が強度に規制されているなど天然生林に誘導される森林

（万ha）

660
340
20

天然生林
主に天然力により健全性が確保され公益的機能の発揮のため天然生林として維持される森林

各種機能の発揮のため継続的な育成管理により育成複層林に誘導される森林

（万ha）

1,150
230

注１：森林面積は10万ha単位で四捨五入しているため、計が一致しないものがある。
２：目標とする森林の状態及び指向する森林の状態は、Ｒ２年を基準として算出している。
３：Ｒ２年の値は、令和２年４月１日の数値である。

注１：用途別の利用量は、国産材に係るものである。
２：「燃料材」とは、ペレット、薪、炭、燃料用チップである。
３：「その他」とは、しいたけ原木、原木輸出等である。
４：百万㎥単位で四捨五入しているため、計が一致しないものがある。
５：令和６年の値は、「木材需給表」（農林水産省）による。

（参考）指向する森林の状態

（参考）指向する森林の状態に向けた誘導の内訳

（単位：万ha）



①森林の多面的機能
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２森林

 森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物供給などの多面的機能を
有しており、その発揮を通じて国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」。

 国民が森林に期待する働きは、温暖化防止、災害防止、水源の涵養などといった公益的機能が上位。
かん

かん

■ 国民が期待する森林の働き

荒廃地 森林耕地

浸透能
（mm/1時間）

裸地 草地 森林

258

79
128

※資料：村井宏・岩崎勇作
「林地の水及び土壌保全機
能に関する研究」（1975）

（水資源貯留機能の比較）

（流出土砂量の比較）森林の国土保全機能 森林の水源涵養機能

※資料：丸山岩三「森林水文」実践林業大学（1970）

資料：総理府「森林・林業に関する世論調査」（昭和55年）、「みどりと木に関する世論調査」（昭和61年）、
         「森林とみどりに関する世論調査」（平成5年）、「森林と生活に関する世論調査」（平成11年）、
        内閣府「森林と生活に関する世論調査」（平成15年、平成19年、平成23年、令和元年、令和５年）
注１：回答は、選択肢の中から複数回答。
注２：選択肢は、特にない、わからない、その他を除いて記載。

温暖化防止

災害防止

大気浄化・
騒音緩和

保健休養

木材生産

野生動植物
生息の場

野外教育

特用林産物
生産

水源の涵養
かん

(年)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S55
(1980)

61
(86)

H元

(89)
5

(93)
8

(96)
11
(99)

15
(2003)

19
(07)

23
(11)

R元

(19)
5

(23)

順位

■ 森林の有する多面的機能
森林の多面的機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間70兆円。

資料：日本学術会議答申 「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について」及び同関連付属資料（平成13年11月）
注：【 】内の金額は、森林の多面的機能のうち、物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について評価（年間）したもの。

        いずれの評価方法も、一定の仮定の範囲においての数字であり、その適用に当たっては注意が必要。

水源涵養
・洪水緩和 【6.5兆円】
・水資源貯留 【8.7兆円】
・水質浄化 【14.6兆円】 等

土砂災害防止／土壌保全
・表面侵食防止 【28.3兆円】
・表層崩壊防止 【 8.4兆円】 等

生物多様性保全
・遺伝子保全 ・生物種保全
・生態系保全

地球環境保全
・二酸化炭素吸収 【1.2兆円】
・化石燃料代替エネルギー【0.2兆円】

物質生産
・木材（建築材、燃料材等）
・食料（きのこ、山菜等） 等

保健・レクリエーション
・保養 【2.3兆円】
・行楽、スポーツ、療養

快適環境形成
・気候緩和 ・大気浄化
・快適生活環境形成

文化
・景観、風致 ・教育 ・宗教、祭礼
・芸術 ・伝統文化 ・地域の多様性

かん

CO2
O2

かん



②望ましい森林の姿

6

２森林

 将来にわたって持続的に多面的機能を発揮できるよう、多様で健全な森林へと誘導する必要。

 自然的・社会的条件が良く、林業に適した森林では、主伐後の植栽による確実な更新により育成単層林を維持し、資
源の循環利用を図る。また、林業にとって条件が不利な森林では、モザイク施業等により育成複層林へと誘導。

 原生的な天然生林は適切に保全するとともに、山村等に存する里山林は保全管理及び利用を推進。

■ 多様で健全な森林への誘導

主に自然散布の種子の
発芽・生育により成立・
維持

樹齢・樹高が複数の森
林として人為により成
立・維持

育成単層林

樹齢・樹高が単一の森
林として人為により成
立・維持

育成複層林

天然生林

現状

注１：林地生産力は、樹木の平均成長量を基に、
高（８㎥以上/年 以上）、中（５～８㎥/年）、低（５㎥/年 未満）と区分。

注２：傾斜は、作業システムへの対応や土壌保全等の公益的機能発揮の観点から、
急（３０度以上）、中（１５～３０度）、緩（１５度未満）と区分。

天然生林
1,380万ha

育成単層林
1,010万ha

育成複層林
110万ha

天然生林
1,170万ha

育成単層林
660万ha

育成複層林
680万ha

目指す姿

適切な間伐の実施、
森林資源の循環利用

公益的機能を持続的
に発揮し、将来の森林
管理コストの低減にも
寄与

原生的な森林生態系や
稀少な生物が生育・生息
する森林等は、適切に保
全を行う。

林地生産力が高く、傾斜が緩やかで、
車道からの距離が近いなど林業に適し
た人工林は、確実に更新して育成単層
林を維持。

林地生産力が低く、急傾斜で、車道からの距離が遠いな
ど林業にとって条件が不利な人工林は、モザイク施業や
広葉樹導入等により針広混交の育成複層林に誘導。

多様で健全な
森林へ誘導

自然的・社会的条件が良い
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③森林整備の必要性

7

２森林

 森林の多面的機能発揮のためには、間伐や主伐後の再造林といった森林整備により、健全な森林を育てることが必要。

 特に再造林の推進に当たっては、エリートツリーや早生樹等の活用、伐採と造林の一貫作業システムの導入、コンテ
ナ苗等の安定供給等によりコストの低減を図るとともに、植栽木の食害など野生鳥獣被害への対策が重要。あわせて
花粉の少ない森林への転換を図る花粉発生源対策を推進。

 森林の整備を通じ、自然災害の激甚化・頻発化や地球温暖化の防止などの社会的要請に対応。

 エリートツリー等の活用

• エリートツリー等について、
成長量、材質、花粉量が
一定の基準を満たす個体
を特定母樹に指定。

• 下刈り回数の低減など造
林コストの低減、収穫期
間の短縮に期待。

優れた
初期成長

従来品種 エリートツリー

適切な更新

苗木を植える
（植栽木）

植栽

植栽木の成長を妨げ
る雑木等を取り除く

除伐

成長に応じて、間引き、
立木密度を調整する

間伐

伐採し、
木材として利用する

主伐

植栽木の成長を妨げる、
雑草木を刈り払う

下刈り

1 5 10 50 100～

■ 森林整備（一例） ■ 再造林の推進

■ 森林の保全

 間伐の重要性

適切に管理された人工林
（イメージ）

◼風雪害や病虫害に強い
健全な森林に

◼森林吸収量の確保・強化

◼表土流出の防止

◼生物多様性の保全

間
伐

間伐が遅れた人工林
（イメージ）

注：R６標準単価より作成
スギ3000本/ha植栽、下刈５回、除伐２回、
保育間伐１回、搬出間伐（50～60m3/ha）１回

※シカ防護柵等の獣害対策費用を除く

 コンテナ苗の生産拡大

• 春や秋の植栽適期以外でも
高い活着率が見込める「コン
テナ苗」を活用することにより、
植栽適期が拡大。

• これにより伐採と並行又は
連続して地拵えや植栽を行
う「一貫作業システム」の普
及を図ることが可能に。

 野生鳥獣による森林被害

• 2023年度の被害
面積は約5.2千ha。

• 野生鳥獣被害は、
森林所有者の経
営意欲を低下さ
せるとともに、森
林の公益的機能
の発揮に影響。

• 被害の防止・捕
獲等の総合的対
策が必要。

資料：林野庁 研究指導課、業務課調べ 
注１：国有林（林野庁所管）、民有林の合計。
注２：森林および苗畑の被害。

防護柵による
被害防止

小型囲いワナ
による捕獲

合計
5.2千ha

（2023年度）

全体の
６割

樹木の
成長促進

下層植生
の繁茂

 再造林コスト
• 約７割が初期費用。

• 低コスト化に向けて、伐採・
造林の「一貫作業システム」
の導入等が必要。

地拵え

38 万円

苗木代

46 万円

植付

33 万円
下刈

93 万円

除伐

38 万円

保育間伐・

間伐

73 万円

コンテナ苗生産量

（年度）

（）内は苗木全体に占める割合
※林野庁業務資料

(1%) (2%)
(5%)(8%)

(12%)
(17%)

3,338万本

76万本

(23%)

(29%)
(35%)

(40%)
(46%)

(50%)



④山地の防災・減災

8

２森林

 国土保全や水源涵養等の公益的機能の発揮が特に要請される森林を保安林に指定し、伐採制限や転用規制等を措置。

 気候変動により豪雨が激化するリスクを見据え、治山対策として、渓流の縦横侵食を防止するきめ細やかな治山ダムの
配置、森林整備と簡易土木工法（筋工等）を組み合わせた森林の浸透・保水機能の維持・向上対策、流木化する危険が
ある渓流沿いの立木の除去等による流木対策等を推進。

 林野庁では、災害発生時の対応として、被害調査の情報提供や職員の派遣等により復旧に向けた技術的支援を実施。

かん

■ 保安林の種類と面積

資料：林野庁治山課調べ（令和7年3月31日現在）
注１：実面積とは、それぞれの種別における指定面積から、上位の種別に兼種

指定された面積を除いた面積を表す。
注２：単位未満四捨五入のため、合計と内訳は必ずしも一致しない。

保安林種別 指定面積 実面積

水源かん養保安林 9,280 9,280

土砂流出防備保安林 2,629 2,560

土砂崩壊防備保安林 61 61

飛砂防備保安林 16 16

防風・水害・潮害・干
 害・防雪・防霧保安林

259 230

なだれ防止・落石防止
 保安林

22 19

防火保安林 0 0

魚つき保安林 60 27

航行目標保安林 1 0

保健保安林 704 93

風致保安林 28 12

合 計 13,061 12,298

(単位：千ha)

■ 気候変動を見据えた治山対策の方向性

■ 災害発生時における対応

筋工の面的整備による保水力向上

治山ダムによる土砂流出抑制

表面侵食による
保水機能の低下

危険木の事前伐採・林相転換

尾根部の崩壊抑制対策

土石流に耐え
うる治山ダム

渓流沿いの危険木の事前伐採

表層より深い層
からの崩壊が懸念

危険箇所の
特定・監視

筋工の設置によ
る土壌の保持

小規模な治山ダム
を階段状に配置

資料：林野庁「豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方検討会（とりまとめ）」（2021年３月）

人工衛星やヘリコプター等を活用し、速やかに被
害を全体把握。被災地方公共団体等へ情報提供。

JAXA（宇宙航空研究開発機構）との協定に基づく、
人工衛星による緊急観測

被災地の早期復旧に向け、技術系職員を派遣
し、技術的支援を実施。

被害状況の把握や災害復旧に向けた技術的支援

ヘリコプターやドローンによる上空からの被害調査

海岸防災林の整備・保全により、後背地を飛砂害、風害、潮害等
から防備するとともに、津波への多重防御としての機能を発揮

■ 治山事業による安全・安心の確保
山腹崩壊等により荒廃した森林の復旧や、治山施設の整備等
による予防治山対策を通じて地域の安全性を向上

水源かん養保安林

保安林には、「水源かん
養保安林」を始めとする
17種類の保安林があり、

伐採制限や転用規制等
により適切に管理・保全



⑤地球温暖化対策と森林２森林

 2020年以降の気候変動対策における国際的な法的枠組みとして採択された「パリ協定」等を踏まえ、我が国の地球温
暖化対策を推進するために策定された「地球温暖化対策計画」を令和７年２月18日に改定。

 地球温暖化防止には、温室効果ガスの排出削減対策とともに、森林等の吸収源による対策が重要であり、中長期的な
森林吸収量の確保や2050年ネット・ゼロの達成に向けた対策を推進。

農地・牧草地
13%

※ 国立研究開発法人国立環境研究所「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量について」
※ 四捨五入表記の関係で、各要素の累計と合計値は必ずしも一致しない

2023年度吸収量実績

約5,370万CO2トン

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16 排出量 吸収量

■ 我が国の温室効果ガス排出削減・吸収の実績と目標

排出量
14.1

排出・吸収量
10.2

森林 84%

約4,517万CO2トン
※うちHWP約330万CO2トン

都市緑化
2%

2013
2023 2040

2050

ネット・ゼロ

2040年度目標

2013年度比 73%削減

うち森林吸収量：

7,200万CO2トン※

（同比5.1%）

（億CO2トン）

※ 地球温暖化対策計画（令和７年２月18日
閣議決定）に記載の新たな算定方法を適
用した場合に見込まれる数値

73%削減
排出削減

吸収

吸収量
-0.5

排出量
10.7

2040年度目標
3.8

1990年以降に人為的な活動（｢新規植林｣※１､｢再植林｣※１､｢森林経
営｣※２ ）が行われている森林におけるCO2吸収量を計上。

国産材の利用について、炭素貯留機能を評価（伐採後の木材も、建
築資材などとして使用されている間は炭素を貯蔵しており、焼却等により
廃棄された時点で排出に計上）。

さらにエネルギー利用
すれば化石燃料代替

※１ 1990年時点で森林でなかった土地に植林
※２ 1990年以降に行った間伐等の森林整備

森林吸収量の計上方法

森林整備
1990年

CO2

木材利用

廃棄

2018年のCOP24での決定を踏まえ、我が国は、パリ協定の下でも京都議定書の
計上方法等に基づき森林吸収量を算定する旨を「国が決定する貢献（NDC）※３」に
記載。

※３ パリ協定の下で、全締約国が５年毎に提出・更新を義務付
けられている温室効果ガスの削減目標などを定めたもの。

伐採木材製品
（HWP：Harvested Wood Products）

森林
から
搬出

9

沿岸湿地等
１%



 Ｊ－クレジット制度は、省エネ設備・再エネの導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジット
として認証する制度（2013年度からスタート）。

 2025年9月までの累計認証量1282.6万t-CO2のうち、森林由来Ｊークレジットの認証量は約186.8万t-CO2、全体の
14.5％と低位であるが、近年のネット・ゼロ実現への関心の高まりや、制度・運用の改善等により2024年度は過去最大
の伸び幅となった。森林由来Ｊークレジットの取引拡大により、森林経営への資金循環が図られることを期待。

⑥ J－クレジット制度について２森林

■ 政府内の計画等への位置づけ

■ 森林由来Ｊークレジットの創出拡大に向けた制度・運用面の改善

地球温暖化対策計画（令和7年２月閣議決定）

2050年ネット・ゼロの実現に向けて、ますますその重要性が高まっている炭素

除去・吸収系のクレジットの創出を促進するため、森林の所有者や管理主体への

制度活用の働きかけを進め、森林経営活動等を通じた森林由来のクレジット創出

拡大を図る

⚫ 森林吸収量の算定のため、現地で樹高等を測定した上で、収穫予想表から年間の
成長量等を算出する必要があるが、令和３年８月のモニタリング算定規定の改定
により、航空レーザ測量による樹高の測定結果も活用可能となるようルール改正。

モニタリング手続きの簡素化【令和３年】

Ｊークレジットの需要拡大【令和５年～】

Ｊークレジットの取引の活性化【令和５年】

森林由来Ｊークレジットの創出拡大に向けた制度の見直し【令和４年】

⚫ 令和５年度から試行フェーズが始まっているGXリーグの排出量取引において、
目標未達の場合は他社の超過削減枠やJ-クレジット等の調達を行うルールを導
入。また、令和４年度のグリーン購入法の基本方針改定において、一部の品目
において「カーボン・オフセット」の実施を「配慮事項」に追加。

⚫ Ｊ－クレジット制度運営委員会の下に設置した森林小委員会において、主伐後
の再造林の後押しとなるよう、森林管理プロジェクトに係る制度上の検討事項
（認証対象期間、プロジェクト登録要件（追加性要件）、主伐・再造林実施時
の排出量・吸収量の算定、造林未済地の解消、伐採木材の炭素固定量、保護活
動を実施した天然生林の吸収量等）について見直し案をとりまとめ、第27回運
営委員会（８月）で決定。

⚫ 東京証券取引所では、カーボンクレジット取引市場の実証
（令和４年度に経産省からの委託により実施）を経て、令和５年10月11日に市場を開設して森林由来Ｊークレジットを含むＪークレジットの売買を開始。 10

2025年９月までの
クレジット認証量
1282.6万t-CO2

太陽光発電
580.6万t-CO2

木質バイオマス
181.7万t-CO2
(14.1%)

ボイラー
70.5万t-CO2

コジェネレーション
105.4万t-CO2

その他
157.5万t-CO2

森林経営活動
186.8万t-CO2
（14.5%)

■ Ｊークレジット制度における認証クレジットの方法論別内訳
（2025年9月時点）

0.0 0.4 2.5 6.0 6.5 8.3 8.8 9.3 12.8 17.8

62.6

139.6

186.8
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(万t-CO2)

（年度）

■ 森林由来Ｊークレジット認証量の推移（累計）
                                    （2025年9月時点）



⑦ネット・ゼロ実現への貢献に向けた取組２森林

 2050年ネット・ゼロの実現に貢献するためには、適切な森林整備・保全、木材利用の促進等の森林吸収源対策を進め、
森林資源を循環利用していくことが有効。

 このため、森林・林業基本計画（令和３年６月15日閣議決定）に基づき、再造林や間伐等の森林整備、建築物等にお
ける木材利用の拡大、木質バイオマスの需要拡大等に取り組む。

木材は炭素を
長期に貯蔵

CO2

CO2

CO2

中長期的な森林吸収量の確保＋排出削減寄与
2050年ネット・ゼロに貢献

使う

育てる

植栽

主伐

下刈り間伐

植える

エリートツリー

都市の木造化

新素材開発

木質バイオマス利用

若い林はCO2を
より多く吸収

エネルギー利用により
化石燃料を代替

CO2

森林は
CO2を吸収

木材は
省エネ資材

プラスチック等
を代替

伐る

11

森林はCO2を吸収
•樹木は空気中のCO2を吸収して成長

木材は炭素を貯蔵
•木材製品として利用すれば長期間炭素を貯蔵

木材は省エネ資材

• 木材は鉄等の他資材より製造
時のエネルギー消費が少ない

木質バイオマスは化石燃料等
を代替

• マテリアル利用により化石資源
由来製品（プラスチック）等を代替

• エネルギー利用（発電、熱利用）
により化石燃料を代替

排出削減に寄与する木材・木質バイオマス

吸収源・貯蔵庫としての森林・木材

CO2
CO2

木造

建築段階の
床面積当たりの

CO２排出量が
約３／５

非木造(鉄筋コンクリート造等)

Ａ重油
約140万kl

熱利用

CO2

約480万t

代替
相当

2023年利用量＝2.4千万㎥
（間伐材、製材端材、建築廃材等）

CO2

炭素

炭素

吸収

炭素貯蔵

吸収源対策推進に向けた法律改正

吸収量の確保・強化

木材利用による炭素貯蔵

木材利用による
二酸化炭素の排出抑制

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の改正
（令和３年４月施行）…エリートツリー等による再造林を促進

公共建築物等木材利用促進法の改正
（※改正後、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等
における木材の利用の促進に関する法律」に名称変更）

（令和３年10月施行）…公共建築物をはじめ、建築物一般に
おける木材利用の促進

間伐等の実施に加え
「伐って、使って、植えて、育てる」

循環利用を進め
若い森林を確実に造成

林業の成長産業化
地方創生を推進

木質バイオマス燃料



⑧新たな山村価値の創造
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２森林

 我が国の森林の約６割は山村に位置し、全人口のわずか2.5％が管理を担っている中、人口減少に加え少子高齢化や就業人
口の減少が全国に先行して進行。一方、コロナ禍を経た暮らし方・働き方の変化などを背景とした田園回帰の流れから、
自然豊かな山村への移住に関心を示す都市部住民が若い世代を中心に増加傾向。

 地域の林業・木材産業の成長発展に加え、広葉樹や特用林産物など地域資源の活用、里山における協働活動を通じた集落
の維持・活性化、森林空間を活用し体験プログラム等を提供する森林サービス産業の推進による関係人口の拡大を推進。

■ 地方移住への関心（東京圏在住者）

■ 山村地域の面積と人口

資料：農林水産省「農林業センサス」、総務省「国勢調査」
 注1：山村地域の各種数値は農林水産省農村振興局で推計
注2：山村地域の総面積、林野面積、人口は振興山村の数値、

山村地域の高齢化率は全部山村（全域が振興山村である市町村）の数値
（振興山村とは、林野率が高く、人口密度が低い地域で、産業基盤および生活環境の整備等が十分に行われて
いない山村について、山村振興法に基づき指定された区域を指す）

■ 山村振興に向けた対応方向

■ 就業人口の推移

2023

2019

全年齢 20歳代

39.7%

25.6%

63
60

58

1.1

0.5 0.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

40

60

80

H12 H22 R2

＜地方移住への関心理由（主なものを抜粋）＞

• 人口密度が低く自然豊かな環境に魅力を感じたため
【33.1%】

• テレワークによって地方でも同様に働けると感じたため
【22.6%】

• ライフスタイルを都市部での仕事重視から、地方での
生活重視に変えたいため 【20.9%】

強い関心がある 関心がある やや関心がある

あまり関心がない 全く関心がない

(百万人) (百万人)

H22から3％減少

H22から13％減少

資料：内閣府「第６回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意
識・行動の変化に関する調査」より作成

 注：東京圏とは、東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県を指す地方移住へ
の関心理由は、該当するものを全て選択する形式

全国

山村地域

(年)

29.4

26.6

35.5

48.4

0% 50% 100%

29.9

28.3

25.3

39.7

0% 50% 100%

44.8

32.125.1

35.1

資料：農林水産省「農林業センサス」、総務省「国勢調査」
注1：山村地域の就業人口は農林水産省農村振興局で推計
注2：山村地域の就業人口は全部山村

（全域が振興山村である市町村）の数値

区分 山村地域 全国 対全国比

総面積 (万ha) 1,789 3,780 47.3%

林野面積 (万ha） 1,513 2,477 61.1%

人口 (万人) 319 12, 615 2.5%

高齢化率 (％) 40.6 28.0 －

林業と福祉が連携した乾しいたけ生産の取組
（宮崎県高千穂町）

しいたけの植菌作業の様子

乾しいたけの加工及び販売会
社と、社会福祉施設が連携し
て、しいたけの生産を開始。

生産者の高齢化による人手不
足の解消や、障がい者の収入
増に貢献。

事例

集落での獣害抑制につながる森林整備
（熊本県宇土市）

自治会が組織する団体が、荒廃し
イノシシ等の棲み処になっている里
山において、除伐、侵入竹の伐採
などを実施。

有害鳥獣の集落への定着が抑制さ
れるとともに、安全に楽しく散策でき
る里山の形成に貢献。

地域住民による
森林整備の様子

森林空間を活用した企業研修等の受入
（長野県小海町）

森林内でのヨガの様子

森林療法を取り入れたウォーキン
グやヨガ、焚火等のヘルスツーリズ
ムプログラムを作成し、企業の研
修やワーケーション等に提供。

研修受入企業が、地域でのオペラ
コンサートを企画したり、社員がプ
ライベートでも来訪したりといった
関係人口の創出にも発展。

事例

事例

• 地域の林業・木材産業の
成長発展

• 他産業との複合的な収入
の確保

• 「森林サービス産業」によ
る就業機会の創出 など

• 里山林の保全管理・利用な
ど協働活動の促進

• 緑の雇用事業や地域おこし
協力隊など様々な枠組みを
活用した定住者の確保

など

• 「森林サービス産業」による
山村地域での新たな雇用と
所得機会の創出

• 森林環境教育による子供
たちの理解・関心の向上

など

地域資源の活用

集落の維持・活性化

関係人口の拡大



⑨（参考）森林の循環利用とSDGsの関係
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２森林

 森林・林業・木材産業は、 SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）の目標15「陸の豊かさも
守ろう」を中心に、様々な目標の達成に貢献。

 環境問題など持続可能性への関心の高まりから、林業・木材産業関係者に加え、様々な主体による森林との多様な関
わりが広がりつつあり、森林の整備・保全や地域活性化にもつながっている。

注１：アイコンの下の文言は、期待される主な効果等を記載したものであり、各ゴールの解説ではない。
２：このほか、ゴール１は森林に依存する人々の極度の貧困の撲滅、ゴール10は森林を利用する権利の保障、ゴール16は持続可能な森林経営を実施するためのガバナンスの枠組みの促進等に関連する。ここに記載していない効果
も含め、更にSDGsへの寄与が広がることが期待される。

森林環境教育健康増進

雇用創出

人にやさしい

職場づくり

女性の活躍 雇用創出
労働環境整備

スマート林業

建築部材開発

合法伐採木

材の流通

環境にやさしい

建築・発電

雇用創出

人にやさしい木質空間

合法伐採木材

の利用

エシカル消費

マテリアル利用

木造・木質化の

技術開発

炭素貯蔵

食料の持続

可能な生産

森林の
持続可能
な経営

木材の
利用

きのこ・
ジビエ等
の利用

木材の
生産・加工
・流通

森林空間
の利用

水源涵養 炭素貯蔵国土保全 生物多様性“森は海の恋人”

雇用創出

林福連携

企業・個人・行政等のパートナーシップによる
森林の持続可能性の確保

持続可能な
産業

地方創生

森林サービス

産業

地方創生

地方創生

“伐って、使って、植えて、育てる”

合法伐採

●木質バイオマス

かん
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①林業生産の動向

14

３林業

 木材価格は高度経済成長に伴う需要の増大等の影響により1980年にピークを迎えた後、木材需要の低迷や輸入材との競
合等により長期的に下落。近年はほぼ横ばいで推移してきたが、2021年には世界的な木材需要の高まりや海上輸送運賃
の上昇により輸入木材の価格が高まり、代替需要により国産材の価格も上昇（いわゆる「ウッドショック」）。2023年
にかけては下落傾向にあったが、以降おおむね横ばいで推移しており、価格上昇前の2020年の価格よりは高値の状況。

 林業産出額については、近年増加傾向で推移。2023年は、製材用素材等の価格の低下や生産量が減少したこと等により
木材生産の産出額が減少したため、前年に比べ4.0％減少し、5,560 億円となった。

■ 林業産出額の推移■ 木材価格の推移

資料：農林水産省「木材需給報告書」「木材価格」、日本銀行「企業物価指数（日本銀行時系列統計データ検索サイト）」
注１：素材価格は、それぞれの樹種の中丸太（径14～22cm（カラマツは14～28cm）、長さ3.65～4.00m）の1㎥当たりの価格。
注２：2013年の調査対象の見直しにより、2013年の「スギ素材価格」のデータは、前年までのデータと必ずしも連続しない。
注３：2018年の調査対象の見直しにより、2018年以降のデータは、2017年までのデータと必ずしも連続しない。

■ 樹種別国産材生産量（2023年）

ピーク時の
約2/5

ピーク時の
約1/3

2002年
木材自給率最低

1980年
木材価格ピーク

2023年

資料：令和５年農林水産省「林業産出額」
 注１：「その他」は、薪炭生産、林野副産物採取。
注２：木材生産は、平成23年以降に燃料用チップ素材の産出額を含む。

2002年
木材自給率最低

1980年
木材価格ピーク

2024年

資料：農林水産省「令和５年木材統計」
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(6百万㎥)

(10百万㎥)

(20百万㎥)

0 5 10 15 20 25

地方公共団体・財産区

（233経営体）

法人化していない

（3,745経営体）

その他の法人

（104経営体）

森林組合等の団体

（575経営体）

会社

（1,182経営体）

総計

（5,839経営体）

保有山林で自ら伐採

受託若しくは立木買い

②林業経営の動向
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３林業

 2020年の林業経営体数は約3.4万経営体で、2005年の約20万経営体から大幅に減少。一方、１林業経営体当たりの平均
素材生産量は増加し、規模拡大が進行。

 素材生産量の８割は森林所有者からの受託や立木買いによるもの。また、会社や森林組合等が素材生産の８割を担う。

 林業従事者の年間平均給与は、全産業平均より100万円程度低く、30代以降給与の伸びが鈍化。所得の向上が課題。

77 

129 

143 

165 

3,743 

7,870 

10,731 

11,258 

246 

358 

313 

366 

1,048 

1,573 

1,402 
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357 
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448 
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423 

380 

1,406 

1,145 

817 

589 

600 

524 

361 

293 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1千㎥未満 1千～5千㎥ 5千～1万㎥ 1万㎥以上

■ 素材生産量規模別の林業経営体数・素材生産量の推移

■ 組織形態別の素材（丸太）生産量

■ 全産業と林業従事者の年間平均給与

■ 林業経営体数の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計）。林業経営体数は、過去１年間に素材生産を行った林業経営体の数を集計。

13,626 経営体

12,917 経営体

10,490 経営体

5,839 経営体

林
業
経
営
体
数

素
材
生
産
量

3,238 2,534 2,456 1,994 

2,326 2,261 
1,819 1,388 

177,368 

125,136 

77,692 

27,776 

2,258 

1,673 

1,289 

828 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2005年 2010年 2015年 2020年

その他

地方公共団体・財産区

個人経営体

森林組合

民間事業体

(経営体)

資料：農林水産省「農林業センサス」

注1：林業経営体とは、①保有山林面積が３ha以上かつ過去５年間に林業作業を行うか、森林経営計画を作成している、②委託を受けて

育林を行っている、③受託や立木の購入により過去１年間に200㎥以上の素材生産を行っている、のいずれかに該当する者をいう。

 注2：個人経営体とは、家族で経営を行っており、法人化していない林業経営体。

資料：農林水産省「2020年農林業センサス」
注1：「林業経営体数の推移」（左上のグラフ）の林業経営体のうち、過去１年間に素材生産を行った林業経営体について集計。
注2：会社とは、株式会社、合名・合資会社、合同会社などをいう。 

 注3：その他の法人とは、一般社団法人、宗教法人などをいう。
注4：「法人化していない」とは個人経営体等であり、例えば専ら自家労働等により施業を実行する自伐林家などが該当する。
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資料：民間給与実態統計調査(R4)、林野庁業務資料
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■ 林業従事者数、若年者率等の推移

（52.1)（56.0） （54.4）（56.2）（54.5）（52.2)（50.1) （52.4） （52.1）

1980 85 90 95 2000 05 10 15 20

（％）
（万人）

（年）
資料：総務省「国勢調査」
注1：若年者率とは、総数に占める３５歳未満の割合。
注2：林業従事者の平均年齢については、1995年以前は林野庁試算による。

（ ）は平均年齢

■ 「緑の雇用」事業等による現場技能者の確保・育成

• 安全で効率的な作業に必要な知識・技術等の習
得のため林業経営体が行う3年間の研修を支援

• 現場の効率的運営や統括管理に必要な知識・
技術等の習得研修を支援

林業作業士（フォレストワーカー）

現場管理責任者（フォレストリーダー）

統括現場管理責任者（フォレストマネージャー）

就業前

就業後

林業への就業に向けて、
林業大学校等において学ぶ青年

• 学生へ給付金を支給

林業事業体の自主的な安全活動の促進

• 労働安全の専門家による安全指導等を実施

経営者

（林業経営体）

）
（現場技能者）

従業員

現場に指示

（1～3年目）

（5年目～）

（10年目～）

（随時）

※森林組合、民間事業体、
森林所有者（林家）

※ 施業実行を担う者

■ 死傷年千人率の目標

伐倒作業の
VR体験シミュレータ

ファン付き
作業服

防護ブーツ
小型エンジン
ウインチ

 林業従事者は長期的には減少傾向にあるが、2015年から2020年にかけては横ばいに転じ、4.4万人。全産業の若年者率
が低下する中、林業ではおおむね上昇傾向。

 「緑の雇用」事業等により、新規就業者を確保し、現場技能者として段階的・体系的に育成。また、雇用管理の改善と
労働災害防止対策を推進。林業における労働災害の発生率は他産業と比べ高く、更なる改善が喫緊の課題。

 林業分野の外国人労働者は、2024年10月末時点で234名と少ない中、2024年９月に林業が技能実習２号・３号移行対象
職種と特定技能１号の対象にそれぞれ追加。

■ 新規就業者数の推移

資料： 厚生労働省「業種別死傷年千人率」
（労働者千人当たり１年間に発生する死傷者数（休業４日以上））

「緑の雇用」による新規就業者約2.3万人
（2003年以降全体の約3割）

資料：林野庁業務資料

平均：約3,200人

平均：約2,300人

（年）
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0

10

20

30

40

50

H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6 R12

林業 全産業 R2と比較して
半減を目指す



④森林の経営管理に関する取組

17

３林業

 我が国の森林保有構造は、保有面積10ha未満が林家数の約９割を占めるなど、小規模、零細。また、森林所有者の世代交代
や不在村化等から、所有者の特定が困難な森林、経営意欲のない森林が多数存在。

 林業経営体が複数の所有者の森林を取りまとめ、経営管理を一括して実施する「集積・集約化」を推進するため、森林経営
計画の作成促進とともに、市町村における林地台帳制度、森林経営管理制度に基づく取組を推進。

■ 林家の保有山林面積

資料：農林水産省「2020年農林業センサス」
   注：林家とは保有山林面積が１ha以上の者。

林家数

（69万戸）

1～5ha
51.2万戸
（74％）

5～10ha
9.3万戸
（13％）

保有面積10ha未満 約９割

■ 所有者不明森林の存在
（登記簿情報だけでは所有者に連絡が付かない割合）

宅地 農用地 林地 合計

20.8% 24.5% 33.4% 25.6%

資料：国土交通省
「令和５年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」

注：ここでの「所有者不明」としては、登記簿上の登記名義人（土
   地所有者）の登記簿上の住所に、調査実施者から現地調査

の通知を郵送し、この方法により通知が到達しなかった場合
を計上。なお、当該年度の地籍調査箇所での結果であり、
全国的な数値を示すものではない。

10～50ha
7.6万戸
（11％）

100ha以上
0.3万戸
（0.5％）

50～100ha
0.6万戸
（1％）

■ 森林の経営管理の集積・集約化

宅地 農用地 林地

6% 20% 33%

■ 土地を手放したい者の存在

資料：国土交通省
「H30個人土地所有者向けアンケート結果について」
（平成31年４月）
所有するすべての土地を手放したい所有者の割合

森林所有者の確認

森林所有者から経営委託の同意取りつけ

【経営管理の集積・集約化の効果（イメージ）】【林業経営者等による集積・集約化の流れ】

森林の境界の明確化

市町村等が認定する
森林経営計画の策定等により

一体的なまとまりのある森林において
効率的な森林施業を実施

適切な経営管理の実施

高効率な作業システムの導入効率的な路網整備

■ 森林経営管理制度の概要

■ 林地台帳制度の概要

【地図の例】

森
林
組
合
等

市
町
村
林
務
部
局

森
林
所
有
者

【林地台帳】

済
･

未
済

実
施

年
月
日

済
･

未
済
･

一
部
実

施

実
施

年
月
日

元とな
る情報

森林簿
情報

森林簿登記情報 登記情報
森林の土地所有者届出、

森林簿情報等
登記所備え
付け地図

事業実績　等
森林経営計画の
認定の情報　等

地
番

所
在

記
載

事
項

境界に係る測量
の実施状況

記
載

年
月
日

現に所有している者、所
有者とみなされる者

登記簿上
の所有者

林
小

班

面
積

(

h
a

)

地
目

登
記

年
月
日

氏
名

･
名
称

住
所

共
有

記
載

自
由

届
出

年
月
日

公益的機能別
施業森林等

森林経営計画の
認定状況

地籍調査
境界の確定に
資する測量

氏
名

･
名
称

住
所

共
有

認
定

の
有
無

認
定

者
の
種

類

認
定

年
月
日

区
分

施
業

方
法
等

市
町
村

税
務
部
局

固定資産課税
台帳情報等

森林経営計画
の認定申請等

修正の申出
森林の所有者届出等

情
報
の
反
映

森
林
経
営
管
理
制
度
の
意
向
調
査
等

活
用

➢経営管理が行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と担い手を繋ぐ仕組みを構築。

➢2019年４月の制度開始から５年間で、1,132市町村において取組を実施。

➢林業経営体を含む地域の関係者の協議を通じて集積・集約化を迅速に進める「新たな仕組み」を措置。

意向を
確認

経営管理を
委託

経営管理を

再委託

森林所有者
（所有者が不明の場合
にも特例を措置）

市町村

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

林業
経営体

市町村が
自ら管理

※所有者から市町村への申出も可

森林環境譲与税の活用を想定

主な実績 意向調査実施面積 市町村への委託 林業経営体への再委託

2023年度末（累計） 約103万ha 約2.3万ha 約0.3万ha

【現行制度の概要】 【新たな仕組み：集約化構想の概要】

森林所有者

市町村（森林所有者から受託）

林業経営体

必要な権利を

まとめて設定・移転

木材関連事業者

・都道府県

受け手として位置付け

林業経営体
集積・

集約化

関係者で話し合い、
集約化の絵姿となる
集約化構想を作成

（2026年４月改正法施行予定）

➢ 市町村が民有林の所有者や境界測量の状況などをまとめた林地台帳を整備
➢ 台帳情報の一部を公表するとともに、森林所有者や森林組合・林業事業体等へ情報提供
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⑤（参考）森林環境税及び森林環境譲与税について
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３林業

○ 使途別の活用額

■ 森林環境税・森林環境譲与税の概要 ■ 自治体における取組状況

○ 取組事例

市町村等における効果的な取組の推進を図るため、林野庁として、優
良事例の横展開を図るとともに、都道府県と連携して、研修の開催・個
別の助言等を通じて市町村をサポート

 森林の公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策
の財源に充てるため、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から森林環境譲与税を市
町村及び都道府県に譲与。令和６年度から森林環境税の課税開始。

○ 市町村における主な取組実績

※ 活用額、取組実績は総務省・林野庁調べ。
※ 活用額のうちR６予定の金額については、令和６年６月時点
で自治体への聞き取り結果をとりまとめたもの。○ 森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する

譲与割合及び譲与基準

（億円）
➢ 森林環境税（令和６年度から課税）

個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として１人年額
1,000円を市町村が賦課徴収。

➢ 森林環境譲与税（令和元年度から譲与）
・ 市町村及び都道府県に対し、私有林人工林面積(※林野率に
より補正) （55％）、林業就業者数（20％）、人口（25％）により
按分して譲与。

・ 市町村の使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用
の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する施策。

森林環境譲与税の全国の活用状況や取組事例についての林野庁HP
URL：https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/231018.html

木材利用・普及啓発

人材育成・担い手の確保

間伐等の森林整備関係

【愛媛県西条市】
森林経営管理制度に基づく
市町村による間伐の実施

【大阪府茨木市】
文化・子育て複合施設の内装
及び家具の一部木質化

いばらき

【奈良県、県内5市町村】
林務行政の専門職員（県職員）

を市町村へ長期派遣

主な
取組実績

R１ R２ R３ R４ R５

森林整備
面積

(うち間伐
面積)

約0.6万
ha

(約0.4万
ha)

約1.8万
ha

(約1.0万
ha)

約3.1万
ha

(約1.4万
ha)

約4.3万
ha

(約2.0万
ha)

約5.2万
ha

(約2.3万
ha)

林道、森林
作業道等
の整備

約9.0万
m

約23.8万
m

約42.0万
m

約51.4万
m

約86.7万
m

木材
利用量

約0.5万
m3

約1.3万
m3

約2.3万
m3

約2.8万
m3

約3.1万
m3

イベント、
講習会等

約900
回

約1,000
回

約1,800
回

約2,400
回

約2,600
回

（年度）

さいじょう



⑥経営基盤・経営力の強化
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３林業

 森林経営管理制度の創設等を受け、地域の林業経営体の経営基盤・経営力を強化し、山元への一層の利益還元を進めて
いくことが必要。このような中、森林組合が販売事業の拡大に向けて組合間の事業連携等を推進できるよう、森林組
合法を改正（令和３年４月施行）。

 集約化を担う森林施業プランナーやその支援等を行う森林総合監理士に加え、木材の有利販売等を担う森林経営プラ
ンナーの育成を推進。

■ 改正森林組合法の概要 ■ 施業の集約化、経営力強化を担う人材の育成

項目 内容

組合間の多様な

連携手法の導入

○森林組合の経営基盤の強化に向けて、事業ごとの連携強化可能

となる枠組みとして、事業譲渡、吸収分割及び新設分割を導入。

正組合員資格の

拡大

○同一世帯に属していない子も含めて、推定相続人が経営に参画し

ていれば正組合員となることができるようにすること等を措置。

事業の執行体制

の強化

○新たな需要先の開拓のためマーケティング強化が重要であることから、

販売事業等に関し実践的な能力を有する理事の配置を義務付け。

○若年層や女性の参画を促進するため、理事の年齢及び性別に著

しい偏りが生じないことへの配慮規定を設置。

○組合員への利益還元等を促すため、森林組合は「森林の有する

公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の

配慮をしなければならない」旨を明記。

＜組合間の多様な連携手法の導入（イメージ）＞

新設分割の例

A～Cの各県森連の

販売事業の一部を

切り出し（ ）、

広域に販売事業を

担う連合会を新設

森林施業プランナー

R６年度末（実績） 2,385人

森林総合監理士
（フォレスター）

R６年度末（実績）
1,914人• 森林所有者に施業の提案を行い、

集約化を担う人材
• 地域の森林づくりの
全体像を示し、市町
村や森林所有者等
への技術的支援や
指導を行う人材

森林経営プランナー R６年度末（実績）194人

支援

現地調査

森林所有者への施業提案
※集約化の事例
(隣接者にも施業を働きかけ)

• 木材の有利販売、事業

体間の事業連携や再造

林の推進など、これか

らの経営を担う人材

• 実績を積んだ森林施業

プランナー等を対象に、

森林経営等に関する研

修を実施し、育成。

森林経営プランナー

森林施業プランナー

森林施業プランナー

森林施業プランナー
研修の様子



都道府県等
レーザ計測による高度な
森林資源・地形情報の把握

■ ICT（情報通信技術）を活用した生産管理の導入事例

⑦生産性の向上

20

３林業

 路網の総延長は増加しているものの、木材輸送などに重要な林道の整備が遅れている。路網の整備を引き続き進めると
ともに、災害の激甚化、走行車両の大型化等に対応できるよう、改築・改良により路網の強靱化・長寿命化を図る。

 傾斜など現場の状況に応じた効率的な作業システムの普及・定着や、リモートセンシング技術やICTを活用した森林資
源調査・生産管理等により、生産・流通コストの低減を図る。

■ 路網の区分及び役割

森林作業道：主とし
てフォワーダ等の林
業機械の走行を想定
した森林施業用の道

林業専用道：10トン
積トラック等の走行
を想定した専ら森林
施業に利用する道

林道：森林施業の実施に必要
な路網の骨格となる道
（不特定多数の者も利用可能）

■ 路網の現状と整備の目安 ■ 丸太生産にかかるコスト比較

森林クラウド

搭載

情
報
共
有

森林組合・選定経営体等
木材検収システムによる

生産情報の共有

アプリによる
現場進捗管理

レーザデータを活用した
机上での路網・生産計画の作成

林内通信等を用いた
データ連携

2022
26

ICT林業生産管理
システム

ICTハーベスタ

効率的な運材計画

データの循環

木材価格のうち、生産・流通コストの
占める割合が高い。

高
い
生
産
・
流
通
コ
ス
ト

※ 国立研究開発法人森林研究・整備機構
注：伐出コストは山土場までのコスト。運材コストは山土場から
原木市場までの運賃（オーストリアは直送による木材加工工場
までの運賃）。流通コストは市場経費を含む原木市場から工場
までの運賃（オーストリアは工場側手数料のみ）。

■ 高性能林業機械を使用した作業システムの例

森林作業道

車
両
系
作
業
シ
ス
テ
ム

架
線
系
作
業
シ
ス
テ
ム

伐倒：チェーンソー 木寄せ：ウインチ
付きグラップル

造材：プロセッサ 集材：フォワーダ 運材：トラック

伐倒：チェーンソー 集材：タワーヤーダ又
はスイングヤーダ

造材：プロセッサ 運材：トラック

木材を掴み荷役を行う
枝払、玉切、木材
の集積を行う

玉切した木材を荷
台に積んで運ぶ

簡便に架線集材するため人工支柱※

を装備した自走可能な集材機

枝払、玉切、木材
の集積を行う

林業専用道

林道

林道

森林作業道 林業専用道

伐倒：チェーンソー 木寄せ：ウインチ
付きグラップル

造材：プロセッサ 集材：フォワーダ 運材：トラック

森林作業道 林業専用道 林道

木材を掴み荷役を行う
枝払、玉切、木材
の集積を行う

玉切した木材を
荷台に積んで運ぶ

森林作業道 林業専用道 林道

伐倒：チェーンソー 集材：タワーヤーダ又は
スイングヤーダ

造材：プロセッサ 運材：トラック

簡便に架線集材するため人工支柱
を装備した自走可能な集材機

枝払、玉切、木材
の集積を行う

7.3
4.4

3.6

5.7

1.3 1.8

0.2 2.6

オーストリア
ドイツトウヒ

日本
スギ主伐

流通コスト

運材コスト

伐出コスト

立木価格
20 20 20 21 25

21 23 24 
30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

2021 2022 2023 2035

目標

望ましい

総延長

森林作業道
林道等

資料：林野庁業務資料
注：林道等には、「主として木材輸送トラックが走行する作業道」を含む。

現状

総
延
長

（万km）

整備の目安

(千円/m³)



⑧新しい林業の展開
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３林業

 現在、我が国の林業は、厳しい自然条件下での人力作業が多く、軽労化・効率化が課題。また、このような背景から、
木材（丸太）販売収入に対して、伐採から再造林・保育に係る経費が高くなっており、伐採後の再造林が低位。

 このため、森林の経営管理の集積・集約化、路網整備の推進に取り組むとともに、新技術を活用した機械化・デジタル化
や成長に優れたエリートツリー等の導入などにより、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする、「新
しい林業」の実現を目指す。

植栽 下刈り

苗木の運搬、植栽作
業は人力が基本

人力が基本で、夏季
の炎天下で作業

立木を手作業で計測
するため、多くの労力
が必要

機械化が進む一方、
ﾁｪｰﾝｿｰ伐倒、荷掛け
作業は、人により実施

森林調査 伐採作業

人力が基本の作業

エリートツリー等の導入などによる低コスト化（伐期短縮も可能に）

エリートツリー等従来品種

下刈り回数の削減や
伐期の短縮等に期待

低密度植栽で、植え
る手間とコストも縮減

標準的な伐期（50年→30年）

伐採・造林の一貫作業
による作業の効率化

新しい林業（目指す姿）

低コスト化等により収支をプラス転換

収入

経費

34万円/haの赤字
696万円

730万円

主伐 307万円 造林 281万円
保育

143万円

丸太販売収入 445万円 補助金 251万円

収入

経費

560万円

448万円
113万円/haの黒字

主伐

245万円
造林

122万円

保育

81万円

丸太販売収入 446万円 補助金

114万円

現在の林業

資料：林野庁「林業経営と林業構造の展望②」（林政審議会（令和２年11月16日）資料３）をもとに作成。値は施業地１ha単位の試算。

新技術の活用による低コスト化

林業機械の自動化・遠隔操作化

レーザ計測による資源情報の把握
3次元デジタルデータ

林相区分図

遠隔操作伐倒機械 自動走行フォワーダ 遠隔操作下刈り機械

ドローン搭載型

航空機

地上設置型

解
析
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①木材需給の動向
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４木材産業

■ 木材の需要量の推移 ■ 木材の供給量の推移

 木材需要量は、住宅着工戸数の減少等を背景として1996年以降は減少傾向で推移していたが、近年は回復傾向。また、
「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT)」の導入に伴う木質バイオマス発電施設の増加により、燃料材の需要量
が増加。

 木材供給量については、木材輸入量が1996年をピークに減少傾向で推移する一方、国産材の供給量は、2002年を底に
増加傾向。 木材自給率も、2002年の18.8％を底に上昇傾向で推移し、2024年は42.5％ 。

資料：林野庁「木材需給表」

木
材
供
給
量

1964年 

木材輸入

自由化

1973年

総需要量

ピーク

1980年

木材価格

ピーク

1996年

輸入量

ピーク

自給率現在
2024年

42.5％

自給率最低
2002年

18.8％

木
材
自
給
率

資料：林野庁「木材需給表」

木材自給率(右軸）

R6
(24)

6

(2４)

1973年

1億2,102万㎥

2024年

2009年
6,480万㎥

8,187万㎥



資料：農林水産省「令和５年木材流通構造調査」

木材加工事業者

製材工場
1,227万㎥

合単板工場
391万㎥

ＬＶＬ工場
25万㎥

チップ工場
447万㎥

供
給
側

41.8％

木材市売
市場等

647万㎥

木材販売
業者等

570万㎥

27.3%

2,089万㎥

素材生産業者等

31.0％

873万㎥

※このほか、527万㎥は、木材流通業者（木材市売市場や
木材販売業者等）から木材加工事業者以外への流通

※木材流通業者が商流を担い、
   山土場から工場へ直送する事例も増加傾向

数量・価格等に関する協定締結の取組が拡大

需
要
側

②木材の生産・流通の状況

23

４木材産業

 我が国の木材の生産・流通については、これまで木材市売市場等を経由する場合が大半を占めていたが、近年は、素
材生産事業者等と木材加工事業者との間で事前に原木取引の数量や価格に関する協定を締結し、市場等を経由せずに
山土場や中間土場から工場へ直送する取組が拡大。

 国産材の安定的かつ効率的な供給に向けて、協定取引や直送等の取組のほか、ICTの活用等を図る。

■ 木材加工・流通の現状 ■ 流通の効率化に向けた取組事例

＜協定取引・直送のメリット＞

• 安定した量と価格での原木供給

• 木材需要に応じた最適な生産流通経路を実現

⚫約200社の小規模の素材生産業者を取
りまとめ、ロット確保や出荷調整、規
格・品質の山元への周知徹底を行い、
量と質の両面で安定した供給力を確保。

⚫令和元年度の素材出荷実績は57万㎥ま
で増加し、合板、製材、集成材、バイ
オマス用材などトータルでの販路を確
保。

⚫組合員に対する研修会の開催や、低コ
スト造林の実証事業等の取組も展開。

ノースジャパン素材流通協同組合

素材生産者等

製材・合板・チップ生産工場等

出荷調整

納入調整

原
木
の
直
送

・原木代金の支払い
・規格・品質の徹底
・情報提供

・代金請求
・価格交渉
・ｸﾚー ﾑ対応

・代金の
支払い
・ｸﾚー ﾑ

⚫ FSC認証に取り組む「登米市森林管理協
議会」に参画し、地域の認証材流通を
一元的に管理。

⚫素材の生産管理から流通までの過程を
一元管理し、トレーサビリティを確保
する新たなシステム（「統合システ
ム」）を構築。

⚫タブレット端末から納品情報を入力し
て管理することで、事務処理コストの
低減を実現。

ノースジャパン素材流通協同組合

登米町森林組合
森林整備と素材生産
登米市内森林組合

合板工場
製材所等
認証事業体

流通事務局
登米町森林組合

価格決定

需給調整
生産
計画

統合システム

森林簿、施業情報、流通情
報を入力し一元管理
⇒トレーサビリティ情報
を自動作成

配送
依頼

伝票

登米市森林管理協議会の流通の一元管理

代
金
決
裁

精
算
書

流通手数料

精
算
書

代
金
決
裁

継続的
売買契約

とよま

とめ
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③木材産業の状況
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４木材産業

■ 木材製品の供給状況

 国内の製材工場、合板工場、集成材工場における国産材使用割合は増加傾向で推移。

 木材需要の大宗を占める戸建て住宅において、国産材利用量を増加させるためには、横架材など国産材利用割合の低い
部材等における国産材利用拡大が重要であり、品質性能の確かな国産材製品の供給が必要。

 そのため、寸法安定性に優れたJAS材、KD（人工乾燥）材、集成材等の低コストで安定的な供給を推進する必要。

■ 国内生産製品のJAS格付率 ■ KD材の割合

資料：農林水産省「木材需給報告書」

プレカット材
写真：全国木造住宅機械
プレカット協会

資料：農林水産省「木材統計調査」、林野庁「木材需給表」、日本集成材工業協同組合調べ、財務省「貿易統計」より林野庁作成。

製材用材の供給量の推移
（丸太ベース、集成材含む）

輸入製品 国内生産製品（外材） 国内生産製品（国産材）

国内生産製品（国産材と輸入材の混合） 国内生産製品における国産材の割合

需要量全体のうち国産材の割合

資料：農林水産省「木材需給報告書（R4）」、
 農林水産省業務資料
注：構造用製材は「ひき角」（短辺7.5cm以上）

合板用材の供給量の推移
（丸太ベース）

集成材の供給量の推移
（製品ベース）
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■ 木造住宅の部材別木材使用割合
比較的規模の大きな住宅供給会社等
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■ プレカット率の推移

資料：全国木造住宅機械プレカット協会調べ

木造軸組構法における
プレカット率

プレカット材の利用率は９割

ひき角類（柱、梁など）

ひき割類（間柱、垂木など）

板類

1,227 
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資料：「木造軸組工法住宅における国産材利用の実態調査報告書(第7回)）」（木住協）を踏まえて

林野庁木材産業課作成

3.8m3 5.6m3 2.8m3 5.8m3 3.7m3

9%

48%

43%

69

21

3

15

31

44

26

10

32

81

柱材 横架材 土台等 羽柄材
（筋交い等）

0%

6

32

19

面材
（床、外壁、屋根）

【凡例】
 

輸入材

（集成材等）

輸入材
（製材（又は合板））

国産材
（集成材等）

国産材
（製材（又は合板））

国
産
材
利
用

10



④木材産業の競争力強化
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４木材産業

 製材工場については、規模拡大が進み少数の大規模工場のシェアが上昇。合板工場については、輸入材から国産材への
原料転換に伴い、近年、国産材を活用した大規模な工場が増加。今後も実需者のニーズに対応し製品を供給するために、
工場の特性に応じた取組を推進。

 大規模な製材・合板工場では、外材や他資材に対抗できる品質性能の確かな製品を低コストで安定供給できる体制整備
を通じて「国際競争力」の向上が必要。

 中小の地場製材等では、地域の多様なニーズに柔軟に応える多品目製品の供給等により、「地場競争力」の向上が必要。

■ 規模別工場数と国産原木消費量（推計含む） ■ 木材加工・流通体制の整備の方向性

資料：林野庁業務資料、農林水産省「木材統計調査」

【合板工場】

【製材工場】

国産原木消費量
合板工場数（国産原木消費量）

H16 R５

20万㎥～ 0 (0) 5 (138万㎥)

10～20万㎥ 1 (14万㎥) 14 (197万㎥)

1～10万㎥ 11 (28万㎥) 6 (42万㎥)

～1万㎥ 275 (13万㎥) 139 (14万㎥)

計 287 (55万㎥) 164 (391万㎥)

国産原木消費量
製材工場数(国産原木消費量)

H16 R５

10万㎥～ 0 (0) 13 (253万㎥)

5～10万㎥ 13 (85万㎥) 25 (179万㎥)

1～5万㎥ 194 (370万㎥) 190 (411万㎥)

～1万㎥ 9,213 (692万㎥) 3,521 (384万㎥)

計 9,420 (1,147万㎥) 3,749 (1,227万㎥)

地場競争力の強化

天然乾燥材 地域材を活用した住宅製材

単価の高い板材や、平角などの多品目の製品生産、地域の木材生産・

製材工場・工務店など関係者が連携し、地域のニーズに対応した特色あ

る取組（顔の見える木材での家づくり等）を促進。

国際競争力の強化

大規模工場では、品質性能の確かな製品を、低コストで安定的に供給で

きるよう、引き続き加工・流通施設の効率化を推進。また、中規模工場で

は工場間連携など規模拡大を支援。

大規模製材工場
（中国木材株式会社）

集成材の生産ライン
（協和木材株式会社）

【(有)尾方製材(熊本県湯前町）】



⑤木材利用の状況
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４木材産業

 国内の人口減少が進み、中長期的には住宅需要の減少が見込まれる中、住宅分野における国産材利用に加えて、これま
で木材があまり使われてこなかった中高層建築物や非住宅建築物などでの新たな木材需要の創出が必要。

 平成22年に制定された公共建築物等木材利用促進法を端緒に、公共建築物での木材利用が進展。さらに、木材を活用し
た非住宅建築物等の事例も増加。

■ 建築物の木造率の推移

■ 中高層建築物及び非住宅分野での木材利用事例■ 階層別・構造別の着工建築物の床面積

資料：国土交通省「建築着工統計調査（令和
５年度）」のデータを基に林野庁が試算

注１：「木造」とは建築基準法第２条第５号の
主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又
は階段）に木材を使用したものをいう。
建築物の全部又はその部分が２種以
上の構造からなるときは、床面積の合
計のうち、最も大きい部分を占める構造
によって分類する。

注２：木造率の試算の対象には住宅を含む。
また、新築、増築及び改築を含む（低層
の公共建築物については新築のみ）

注３：「公共建築物」とは、国及び地方公共団
体が建築する全ての建築物並びに民
間事業者が建築する教育施設、医療・
福祉施設等の建築物をいう。

■ 新設住宅着工戸数の推移

商業ビル(東京都中央区)
（耐火木造12階建て）

資料：国土交通省「住宅着工統計」(2024年)より林野庁作成。
注：新設住宅着工戸数は、一戸建、長屋建、共同住宅（主にマンション、アパート等）における戸数を集計したもの
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0 
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0 10,000
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591 

010,00020,00030,00040,000
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（中高層建築物はほぼ非木造）

（低層住宅の木造率は約８割）

(低層非住宅建築物は鉄骨
造が圧倒的多数)

非木造 木造

（建築物全体の木造率は47.2％）

資料：国土交通省「建築着工統計調査2024年」より林野庁作成。
注：「住宅」とは居住専用住宅、居住専用準住宅、居住産業併用建築物の合計であり、「非住宅」とはこれら以外をまとめたものとした。

低層住宅を
除いた木造
率6.2%

住宅 非住宅

駅舎（東京都品川区）

校舎（千葉県流山市）

医療施設（千葉県柏市）

空港（沖縄県宮古島市）
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４木材産業

 木造住宅における国産材使用割合の低い分野（横架材や羽柄材等）での国産材利用を拡大するとともに、中高層建築物
等の木造化・木質化を推進するため、製材や耐火部材・CLT等に係る技術開発・普及、木造建築物の設計者の育成など
に取り組む。

 加えて、コンクリート型枠、地盤改良用木杭等の土木分野、畜舎等への利用促進により、国産材の需要拡大を図る。

公共土木工事での利用 地盤改良用木杭への利用

・ 中高層建築物等に求められる耐火
性能を有する部材を開発

・ ３時間耐火部材が開発され、耐火性
能の観点からは階数によらず木造が
可能に

・ 設計・施工等の技術
講習会の実施

・ 木質耐火部材やCLT
等のマニュアルの作
成・普及

・ 中高層木造建築での円滑な
国産材調達や設計・施工の
効率化等を図るためのBIMの
活用促進

・ 治山事業等での率先した間伐材等の利

用により、公共土木工事等における利用

を促進
工法の原理

・ 間伐材等の丸太を地盤に打設し、
砂地盤を密にすることで液状化対策

・ 施工が容易で、室内に無垢材を
あらわし利用できる内装材の開発

・ 天然広葉樹資源に代わる国産早
生樹（センダン等）の開発・実用化

木造非住宅建築物
（※ＪＡＳ構造材を活用した商業ビル）

⚫内装材や、フロア
材等の技術開発・
普及支援

⚫横架材・羽柄材等
の技術開発・普及
支援

⚫国産材２×４部材に関する
技術開発・普及支援

荷重支持部
（木材）

燃え止まり層
（不燃木材等）

燃え止まり層
（せっこうボード等）

燃え代層
（木材）

【木造軸組構法】

【ツーバイフォー工法】

中高層建築物
（※木造の地上11階建て研修所）

横架材、羽柄材は
国産材の活用が低位

枠組の部材は
国産材の活用が低位

低層住宅における更なる国産材活用 低層非住宅建築物・中高層建築物における需要拡大

土木分野における国産材の活用

治山事業の残存型枠での

間伐材利用

（岩手県宮古市）

製材等のＪＡＳ構造材

・ 構造計算に対応できる、品質・性
能の確かなＪＡＳ構造材の普及

・ 一般流通材を活用した部材・構
法の開発・普及

ＣＬＴ（Cross Laminated Timber/直交集成板）
・ CLTを活用した先駆的な建築物の建築等の実証への支援等
によりCLTの利用を拡大

製材による大規模トラス

スギのCLT

国産早生広葉樹種
による家具

先端デジタル技術の導入

耐火部材

設計者などの人材育成 内装材等の開発推進

・ 建築物への木材利用による
カーボンニュートラルや森林
資源の循環利用への寄与等
の効果の評価項目・方法を整
理したガイダンスの作成・普及

建築物への木材利用の
評価に向けた環境整備
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４木材産業

 建築物における木材利用を促進するため、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に
関する法律」（通称：都市（まち）の木造化推進法）に基づき、建築主である事業者等と国又は地方公共団体とが協定を
締結できる制度（建築物木材利用促進協定）を創設。

 民間建築物等における木材利用促進に向けて、経済・建築・木材供給関係団体等、川上から川下までの関係者が広く参画
する「民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会（ウッド・チェンジ協議会）」を令和３年９月に立ち上げ、課
題解決のための検討を実施。

 木材利用促進に向けた機運を醸成するため、国民運動として「木づかい運動」を展開。

■ ウッド・チェンジ協議会の概要■ 建築物木材利用促進協定

• 木材利用の促進に向けた課題の特定や解決方策の検討、先進的な取組の
発信、木材利用に関する情報共有を行うことにより、木材を利用しやすい環
境づくりに取り組むことを目的に設立。

• 建築物における木材利用の促進に向けた普及資料を

作成し公表。

・会長：隅修三（東京海上日動火災保険㈱ 相談役）
・団体、企業、研究機関、関係省庁
計54(R７年11月末時点)

構
成
員

■ 木材利用の意義の普及・啓発ー「木づかい運動」の展開

楽天サイト「WOOD CHANGE」（林野庁補助事業）

国又は地方公共団体は協定締結事業者等に対し必要な支援を実施。

• 『木材利用促進月間』(10月）を中心に「ウッド・チェンジ」を合い言葉に木材利用拡大に

つなげる「木づかい運動」を展開

• 木材利用優良施設等コンクールやウッドデザイン賞など木材を利用した優良な施設、

製品、取組等を対象とする表彰を支援。コンクールでは、内閣総理大臣賞ほか３大臣賞

等を設定している。また、ウッドデザイン賞では、４大臣賞に加え、令和５年度から特別賞

として万博担当大臣賞を創設。

• 身近な木材利用やエシカル消費等を促進する情報発信や木育等の普及啓発を推進。

岡山大学共育共創コモンズ
［令和5年度木材利用優良施設等コンクール 内閣総理大臣賞］

建築主

木材利用の取組方針

協定のイメージ

国又は地方
公共団体

・技術的助言
・情報提供

普及資料：『中規模ビル３階建て事務所
の木造化標準モデル』

• 『木材利用促進月間』(10月）を中心に「ウッド・チェンジ」を合言葉に木材利用拡大に

つなげる「木づかい運動」を展開

• 木材利用推進コンクールやウッドデザイン賞など木材を利用した優良な施設、製品、

取組等を対象とする表彰を支援。コンクールでは、内閣総理大臣賞ほか４大臣賞等を設定。

また、ウッドデザイン賞では、農林水産大臣賞等を設定。

• 身近な木材利用やエシカル消費等を促進する情報発信や木育等の普及啓発を推進。

楽天サイト「WOOD CHANGE」（林野庁補助事業）

左：NISHIGAWA TERRACE
［令和7年度木材利用推進コンクール 内閣総理大臣賞］
右：2025年日本国際博覧会大屋根リング
［ウッドデザイン賞2025 最優秀賞（農林水産大臣賞）］

国と事業者等との協定実績27件（R７年11月末時点）
①(公社)日本建築士会連合

会×国土交通省

②(一社)全国木材組合連合

会×農林水産省

③全国建設労働組合総連合

×農林水産省・国土交通省

④野村不動産HD㈱×ウイン

グ㈱×農林水産省

⑤㈱アクト×農林水産省

⑥(一社)JBN・全国工務店協

会×農林水産省・国土交通

省

⑦(一社)日本木造耐火建築

協会×農林水産省・国土交

通省

⑧㈱竹中工務店×農林水産

省

⑨大林組グループ×農林水産

省・経済産業省・環境省

⑩日本マクドナルド㈱ ×農

林水産省
⑪ナイスグループ×農林水産省

⑫㈱良品計画×㈱MUJI 

HOUSE×農林水産省

⑬日本木材防腐工業組合×

農林水産省

⑭(一社)日本ウッドデザイン協

会×農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省

⑮日本生命保険（相）×農

林水産省・環境省

⑯(株)シロ×農林水産省

⑰大成建設グループ×農林水

産省・環境省

⑱中国木材㈱×農林水産

省・経済産業省
⑲㈱安藤・間×農林水産省

⑳㈱オートバックスセブン×農

林水産省

㉑㈱セブンｰイレブン・ジャパン×

農林水産省

㉒㈱Sanu×農林水産省・環

境省

㉓前田建設工業㈱×農林水

産省・経済産業省・環境省

㉔大和ハウス工業㈱×農林水

産省

㉕鹿島建設㈱×㈱かたばみ

×農林水産省

㉖(一社)日本建築士事務所

協会連合会×農林水産省・

国土交通省

㉗㈱長谷工コーポレーション×

農林水産省

このほか、地方公共団体と事業者等との協定が187件（ R７年11月15日現在）
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４木材産業

 FIT・FIP新規認定を受けた主に未利用木材を使用する木質バイオマス発電施設は、2025年３月末時点、163件が稼働。

 燃料材（国内生産）の利用量は、発電利用を中心に急速に増加（過去10年間で約８倍）。

 燃料材需要増に対応する林地残材の効率的な収集・運搬システムの構築、 地域内で森林資源を熱利用又は熱電併給によ
り活用する「地域内エコシステム」の構築が重要。

 セルロースナノファイバーや改質リグニンなど木質成分を利用した新素材を開発・普及し、新たな木材利用を推進。

※大規模な送配電線を利用せず
自家発電方式で集落に電力供給

既存の重油焚き
ボイラーを薪等を
燃料とする

ボイラーに置換

小型発電機による発電
（10kW未満：約10世帯
に電力を供給）

住民が地域内の森林
から生産した薪等を
自ら施設に搬入

集合住宅等 診療所 公民館 宿泊施設

域内山林集落（数十戸程度）

※災害時や遠隔地における
熱電供給を可能とする
車載システムも開発中

蒸気・温水供給 電力供給

(万m3)

出典：林野庁木材利用課調べ（～2014年）、林野庁「木材需給表」（2015年～）
注：利用量には輸出量は含まない。

■ 燃料材（国内生産）の利用量の推移

■ 地域内エコシステムのイメージ

■ 木質バイオマスの新たなマテリアル利用

セルロースナノファイバー（CNF）

改質リグニン

木材の
化学組成

リグニン
(25～35％)

セルロース
(40～50％)

• セルロースを化学的・機械的に処理してナノサイズ
（100万分の１mm）まで解きほぐした繊維状物質

• 軽量ながら高強度で、用途に応じた粘度の制御が可
能などの性質により、幅広い分野へ用途が拡大

期待される用途例
木材保護塗料

CNF含有の塗料
により、紫外線
の透過を抑制し、
木材の変色や
劣化を防止

テニスシューズ

靴底ミッドソー
ルの補強材に
CNFを使用し、
強度・耐久性
が向上 写真：（株）アシックス写真：玄々化学工業（株）

• 日本固有樹種であるスギのチップに、ポリエチレングリ
コールを混ぜて加熱し、リグニンを改質・抽出した物質

• 耐熱性、加工性が高く、様々な材料と複合化させること
で、化石資源由来プラスチック材料の代替が可能

期待される用途例 (試作)

電子基板

既存製品より熱
を帯びた際の
寸法安定性が
良く、低コストで
製造可能

自動車ステアリング

写真：（株）天童木工、物質・材料研究機構、
豊田合成（株）

写真：産業技術総合研究所

改質リグニン含
有材料を用いるこ
とで、意匠性・環
境適合性を確保

■ FIT・FIP新規認定を受けた
木質バイオマス発電施設と調達・基準価格

(年)

主な燃料
未利用木材 一般木質・

農作物残さ
リサイクル材 計

2,000kW未満 2,000kW以上

計画認定済
249件

(252件)
69件

(73件)
177件

(189件)
15件

（40件）
510件

(555件)

うち稼働中
106件

(110件)
57件

(61件)
113件

(125件)
9件

(34件)
285件

(330件)

買取価格 40円/kWh 32円/kWh 24円/kWh※ 13円/kWh -

資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）等を参考に作成。  2025年3月末時点。
注：（ ）内は、RPSからFIT・FIPへの移行認定分を含めた数値
※：2018年4月以降に認定を受けた場合は入札対応（1万kW以上）

資料：固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）等を参考に作成。 
2025年3月末時点。

■ ＦＩＴ・FIP新規認定を受けた
木質バイオマス発電施設の稼働状況



1,490 1,146 1,063 

2,566 

1,640 
2,183 

762 544 588 819 502 606 

692 
576 430 

938 

763 

830 

744 
526 588 

77 47 65 

260 

242 
237 

778 

470 

534 

186 

179 190 
75 

46 37 

2,501 

2,016 
1,774 

4,895 

3,334 

3,978 

1,948 

1,402 1,495 
1,040 

650 769 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

⑨木材の輸出入の状況と違法伐採対策
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４木材産業

 世界の人口増加が見通される中、木材需要も増加の見込み。林産物輸出は増加傾向で推移しており、丸太中心の輸出か
ら付加価値の高い木材製品の輸出への転換を促進し、2030年輸出額目標（林産物は1,660億円）の達成を目指す。

 2024年の主要木材製品（製材、合板、集成材）の輸入量は、大幅に減少した前年に比べて増加したが、国際情勢の変化
等に伴う影響が懸念される状況。

 森林の違法伐採は持続可能な森林経営を著しく阻害し、世界の森林の減少･劣化を招くおそれ。これまで我が国は、政
府調達での取組、国際的な協力等を推進。 2017年に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーン
ウッド法）」が施行。2023年には更に取組を強化するため同法を改正し、2025年４月に施行。

■ 品目別木材輸入量の推移（ 2022～2024年の累計）

■ 違法伐採対策の具体的取組（クリーンウッド法の運用）■ 主な品目別・輸出先国別の輸出額
• 丸太が輸出額の５割以上。

日本産木材を利用した
建築等用材の輸出に
向けた木造技術講習会

（中国・南京）

住宅フェンス用スギ製材の
輸出（米国へ）

▼林野庁情報サイト「クリーンウッド・ナビ」では、木材等の合
法性を適切に確認できるよう、主要な生産国における木材の
流通や関連法令等に関する情報を収集・整理し、提供。

資料：財務省「貿易統計」

➢ 政府調達において木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を要件化。

また、これに対応するため、ガイドラインを策定（2006年２月）

➢ 違法伐採対策を民間需要に拡大するため、「合法伐採木材等の流通及び利

用の促進に関する法律（クリーンウッド法）」が施行 （2017年５月）

➢ 木材関連事業者の登録業務を行う「登録実施機関」：５機関

登録木材関連事業者の登録件数：801件 （2025年10月末時点）

➢ 違法伐採対策を強化するため、川上・水際の木材関連事業者による合法性

確認等を義務付ける改正法が施行（2025年４月）

➢ クリーンウッド法に基づく原材料情報や合法性確認結果等の伝達、記録の作成・

保存、報告書の作成等を行うことができるシステムの運用開始（2025年４月）

米国
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NZ

その他
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その他
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インドネシア

その他

EU
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中国
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（千m3）

丸太 製材 合板 集成材

前年比
▲12％

前年比
＋19％

前年比
＋18％

前年比
＋7％

ベトナム

資料：財務省「貿易統計」
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①国有林野の状況
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５国有林野の管理経営

 国有林野は、我が国の森林の約３割（国土の約２割）に相当。

 奥地脊梁山地や水源地域に広く分布し、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの重要な
公益的機能の発揮が期待。国有林野の約９割が保安林に指定。

 国が「国有林野事業」として、一元的に公益重視の管理経営を推進するとともに、森林・林業施策全体の推進へ貢献。

北海道森林管理局

東北森林管理局
中部森林管理局

関東森林管理局

林野庁

近畿中国森林管理局

四国森林管理局

九州森林管理局

■ 世界遺産登録地域

富士山（山梨県・静岡県）

○世界文化遺産

■ 国有林野の分布と組織

全国７森林管理局、流域（森林計画区）を単位とした98森
林管理署等を設置し、直接、国有林野を管理経営

※ 平成25年４月、国有林野事業の組織・事業の全てを一般会計に移行

国有林野

森林管理局界
都道府県界

■ 多様な自然を有する国有林野 小笠原諸島（東京都）

国有林野
81%

知床（北海道）

国有林野
94%

屋久島（鹿児島県）

国有林野
95%

白神山地（青森県・秋田県）

国有林野
100%

○世界自然遺産 (陸域面積のほとんどが国有林野）

奄美大島、徳之島、
沖縄島北部及び西表島
（鹿児島県・沖縄県）

国有林野
68%

■ 森林面積と国有林面積

注：国土面積については「令和７年版土地白書」（国土交通省）、
各森林面積については「森林資源の現況」（林野庁）より。

平成25年６月に世界
文化遺産に登録された
富士山では、構成資産
面積の約35％（約７千
ha）が国有林野。

面積
（万ha）

国有林野
での割合

国有林（林野庁所管） 759

国有林野 758

保安林 687 91%

保護林 102 13%

緑の回廊 58 8%

レクリエーションの森 24  3%

世界自然遺産 11 1%

自然公園 234 31%

鳥獣保護区 125 17%
注１：国有林の面積は「森林資源の現況（令和４年３月31日現在）」による。
２：国有林野の面積は、地域管理経営計画の対象とする面積であり、 国庫帰属森林、
官行造林地の面積を含まない。

３：国有林野、保安林、保護林、緑の回廊、レクリエーションの森の面積は「令和６年
度 国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」による。

４：世界自然遺産の面積（令和６年４月1日現在）は経営企画課調べによる。
５：自然公園の面積は令和７年４月１日現在有効な国有林野施業実施計画書による。
６：鳥獣保護区の面積は「第76次令和６年国有林野事業統計書（令和５年度）」による。

森林

非森林
1,278万ha

34%

７万ha
0%

759万ha
20%

私有林
1,436万ha

38%

公有林

8%

国土面積
3,780万ha

その他の
国有林

森林面積に占める割合
民有林６９％
国有林３１％

国有林（林野庁所管）
301万ha

2,502万ha
66%

かんせきりょう



②公益重視の管理経営の一層の推進
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５国有林野の管理経営

 公益重視の管理経営を一層推進することにより、地球温暖化対策、山地災害の防止、生物多様性の保全等に貢献。

■ 森林整備の推進

■ 治山事業の推進

■ 生物多様性の保全

•森林吸収源対策としての間伐や主伐後の確実な更新を図るほか、

複層林の造成など多様な森林づくりを積極的に推進。

•森林整備の結果得られる木材の供給により、国産材の安定供給

体制の構築等に貢献。

間伐等による健全な森林の整備

•国土強靱化対策として治山施設の設置や流木対策等を推進。

•大規模な山地災害発生時には、専門的な技術・知識を有する職員

の派遣やヘリコプターによる被害調査等を実施。

•復旧工事に高度な技術が必要となる箇所等では、都道府県から

の要請を踏まえ「民有林直轄治山事業」を実施。

山腹工
(九州森林管理局佐賀森林管理署)

令和６年能登半島地震発生後の
ヘリコプター調査

•世界自然遺産など原生的な天然林や希少な野生生物が生育・生息する森林

等を「保護林」や「緑の回廊」として保護・管理。

•生物多様性に配慮した施業を推進するとともに、30by30目標の達成に向けて、

保護地域としての国立公園の拡張や保護地域以外での生物多様性の保全に

資する地域の設定等について、適切に対応する。

•地域やNPO、ボランティア等と連携した、生物多様性についての現地調査、荒

廃した植生回復等の森林生態系の保全等を実施。

西表島森林生態系保護地域
（保護林）

希少猛禽類の狩場創出を
考慮した人工林の伐採

• シカ等の野生鳥獣による森林被害対策として、地域の関係行政機関や

猟友会等と連携し、造林地等での防護柵の設置、シカの生息・分布調

査や被害調査、わな等による捕獲を推進。

「小林式誘引捕獲法」の

関係機関等への技術普及

防護柵等の設置による
シカ被害防止対策の推進

自動撮影カメラを用いた
シカの出没状況調査

帯状の伐採による複層林の造成

ボランティアと連携した
外来植物の駆除

流木補足式治山ダム工
(北海道森林管理局後志森林管理署)

育成複層林

くくり
わな

石
ヘイキューブ



③森林・林業施策全体の推進への貢献
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５国有林野の管理経営

■ 民有林と連携した施業の推進

■ 林業の低コスト化等の実践と技術の開発・普及 ■ 国産材の安定供給体制の構築に向けた貢献

• 国産材供給量の１割強を安定的に

供給し、地域における国産材の安

定供給体制の構築等に貢献。

• 令和２年度の新型コロナウイルス

感染症拡大の影響や、令和３年度

の木材不足・価格高騰（いわゆる

ウッドショック）等、木材需給が急変

した場合には、国産材供給量の一

定のシェアを有する特性を活かし、

供給調整機能を発揮。

■ 樹木採取権制度の推進

伐区A

伐区B

伐区C

伐区D

１年目

２年目

３年目

４年目

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

＜従来の仕組み＞

伐区A

伐区B

伐区C

伐区D

＜本制度による仕組み＞

１採取区
200～300ha
（皆伐相当）、
期間10年を
基本

成長のよい特定苗木の活用に
よる下刈回数削減の実証

コンテナ苗を活用した一貫作業
システムに関する現地検討会

• 森林の施業集約化に向けて、民有林との近接区域に「森林共同施業団地」

を設定。

• 民有林と協調した路網整備や間伐等の実施、木材の出荷等を推進。

(注１)国産材供給量は、林野庁「木材需給表」上の数値であり、

暦年の合計。

(注２)国有林材は、立木販売量を丸太換算した推計量と素材（丸太）

販売量の年度の合計。

※植栽後、下刈り１回

3.5m

• 「新しい林業」の実現に向けて、民有林への普及を念頭に置き、産官学連携

の下に、林業の省力化や低コスト化等に資する技術開発・実証を推進。

• ドローンを活用した森林の概況の調査等の省力化・効率化を推進。

• 現地検討会の開催等による民有林関係者等への技術の普及・定着。

 「新しい林業」の実現に向けた効率的な施業の推進と民有林関係者への普及を実施。

 木材の安定供給や林業経営体の育成に向けて、民有林と連携した「森林共同施業団地」の設定、まとまった事業発
注・供給方式や樹木採取権制度の活用を通じた事業量の安定化、木材需要が急激に増減した場合の供給調整等を実施。

国有林材供給量の推移（万m3） （万m3）

• 国有林の一定区域（樹木採取区）において、一定期間、安定的に樹木を伐

採できる樹木採取権を民間事業者に設定できる制度。（令和２年４月施行）

• 令和６年度末現在、全国８か所で権利設定し、事業体の安定的な事業量の

確保等に寄与。

共同土場と集積された丸太
国有林と民有林を連結した林業専用道



• 農林業など地域産業の振興、住民の福祉の向上等に貢献するため、地方公

共団体や地元住民等に対して、国有林野の貸付けを実施。

国有林野の貸付け等実績： 71,931ha （令和６年度末）

うち道路、電気・通信、ダム等の施設用地： 35,722ha （50％）

• 「遊々の森」や「木の文化を支える森」など、民間団体等と協定を締結し、森林

環境教育や地域伝統文化の継承などを目的とした森林づくり活動のフィールド

として国有林野を提供。

• 令和５年４月より開始された相続土地国庫帰属制度において、申請があった

土地が森林の場合、森林管理局・署等が、法務局による要件審査に協力。帰

属した森林については巡視等の管理等を実施。

④国民の森林としての管理経営、地域振興への寄与等

34

５国有林野の管理経営

 国民共通の財産である国有林野の管理経営に当たっては、国有林野を「国民の森林（もり）」として位置づけ、国民に
開かれた管理経営を推進。

 国有林野は、それぞれの地域における資源でもあり、公益的機能との調整を図りつつ、地域振興に寄与する国有林野の
活用等を推進。

■ 地域振興への寄与等

木の文化を支える森
(檜皮の森)

相続土地国庫帰属制度への対応
（法務局による要件審査への協力）

• 優れた自然景観を有し、森林浴、自然観察等に適した国有林野を自然

休養林等の「レクリエーションの森」に設定。

（全国で563か所、約24万ha（令和７年４月現在））

• このうち、特に観光資源として潜在的魅力のある93箇所を「日本美しの

森 お薦め国有林」として選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加

を目的に、重点的な環境整備や多言語による情報発信等を実施。

■ 国有林野のレクリエーション利用

地熱発電事業のための
国有林野の貸付け

「日本美しの森お薦め国有林」の魅力を伝える様々な取組

ドローンによる空撮動画の作成・
SNSを活用した情報発信

「レクリエーションの森」の利用

２次元コードを活用した
多言語対応の案内板の整備
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東日本大震災からの復興

35

６東日本大震災

 平成23年に発生した東日本大震災からの復興に向けて、令和３年度から５年間を「第２期復興・創生期間」として、林
業・木材産業の復旧や復興に向けた木材の活用等が進展するとともに、海岸防災林の植栽等の復旧事業がおおむね完了。

 一方、放射性物質による森林への影響は、福島県を中心に依然として続いており、放射性物質の影響を受けた地域におけ
るモニタリングや森林整備、しいたけ等原木生産のための広葉樹林の再生、しいたけなどの特用林産物の生産の再開・継
続の取組などを引き続き実施。さらに、令和８年度からの帰還困難区域内の森林整備の再開に向け、条件整備を実施。

• 被災状況等に応じて、生育基盤盛土の造成等による機能の向上を図り
ながら、海岸防災林の生育を促す保育作業を実施。

• 令和７年３月までに被災延長164kmのうち、163kmが植栽完了。

生育基盤盛土の造成
による機能向上

■ 林業・木材産業の復興

被災直後（左）と海岸防災林の再生（右）

■ 原子力災害からの復興

• 岩手、宮城、福島の３県における
素材生産や木材製品の生産は、
震災前の水準に回復。

• 地域の復興・再生に向けて、新た
な木材加工流通施設等が稼働。

• 放射性物質を含む土壌の流出防止を

目的とした、間伐等の森林整備と丸

太を活用した土壌流出防止柵の設置

などの放射性物質対策を一体的に実

施（ふくしま森林再生事業)。

• しいたけ等原木生産のための広葉樹

林の再生に向けた取組を推進（里山・

広葉樹林再生プロジェクト）。

• 帰還困難区域において安全に森林作

業を行うためのガイドラインの策定等

に着手。

森林の放射性物質対策

• 菌床しいたけの生産は震災前の水準

まで回復。

• 令和３年から、きのこ・山菜類等を適

切に管理・検査する体制が整備され

た地域は、非破壊検査により基準値

を下回ったものが出荷可能に。

非破壊式放射能測定装置 安全が確認された
まつたけ

木材の安全証明体制の構築

• 木材製品や加工施設の作業環境等に

係る放射性物質の測定・分析を支援。

• 製品等の放射性物質を自動で検知す

る装置の開発、施設への設置を支援。

トラックスケール用
検知装置

製材品等ライン用
検知装置

原木林の成林 伐採後のぼう芽更新

20年サイクル資料：農林水産省「木材需給報告書」「木材統計」
注：平成29年値からLVL用の単板製造用素材を含む。

［素材生産量の推移］

安全な特用林産物の供給

[里山・広葉樹林再生プロジェクト]

大規模集成材工場
「福島高度集成材製
造センター（FLAM)」が
令和3年10月から稼働

木質バイオマス発電
施設「飯舘みらい発電
所」が令和6年9月から
稼働

■ 海岸防災林の再生
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